
君津市の高齢者向け福祉サービスの一覧 
 

概要版（令和 7 年度） 

ご利用する場合には事前の手続きが必要になりますので、 

お問い合わせください。 

また、事業の内容は変更となる場合があります。 

 

高 齢 者 支 援 

はり、きゅう、マッサージ施術費助成事業（令和７年度をもって終了します） 

保険給付等適用外のはり、きゅう、マッサージ施術を受けた方に、費用の一部を助成します。 

対 象 者 ６５歳以上 

助 成 額 １回５００円 （申請月により発行枚数が違います。最高１２枚） 

ひとり暮らし高齢者タクシー等利用券交付事業 

 タクシーや路線バス、コミュニティバス、デマンドタクシーで使用できる利用券を交付するこ

とで、料金の全部または一部を助成します。 

対 象 者 
在宅でひとり暮らしの７５歳以上で、要介護認定または要支援認定を受けた、 

市民税所得割が非課税の方。（障がい福祉課のタクシー券とは、併給できません。） 

助 成 額 １枚１００円（申請月により発行枚数が違います。最高１８０枚） 

 

高齢者の見守り・安否確認 

ひとり暮らし老人等緊急通報システム設置事業 

 疾病、災害時等の緊急時に、簡単に通報できる装置を貸出しします。 

対 象 者 

在宅でひとり暮らしの６５歳以上の方、または 在宅で７５歳以上の方のみで構成 

される世帯の方。（※NTT 等の固定電話回線の契約をしている必要がありましたが、

令和６年１１月から回線がない方も装置の設置ができるようになりました。） 

費 用 対象者の前年所得に応じて負担があり、通話料はご本人負担になります。 

徘徊高齢者等位置探索システム（ＧＰＳ）利用費助成事業 

徘徊行動のある方のためにＧＰＳシステムを利用する方に対して、費用の一部を助成します。 

利 用 者  
６５歳以上で、徘徊行動がある方。 

要介護又は要支援認定を持つ４０歳以上で、徘徊行動のある方。 

対 象 者 利用者を介護している配偶者、３親等内の親族または同居人。 

システム 
ＧＰＳ機能のみの端末であること。 

位置情報の誤差が４００ｍ以内、連続動作時間が２４０時間以上のもの。 

助 成 額 
契約費用 ７，７００円 を上限に助成。 

月額費用   ３５０円 を上限に助成。（生活保護世帯は１，３２０円） 



お問合せ先 

認知症高齢者等見守りシール 

衣類や持ち物などに貼ることができる「見守りシール」を交付します。「見守りシール」には、

携帯電話等で読み取ることができる二次元バーコードが印字されていて、個人を特定されること

なく、発見者と連絡が取れます。 

利 用 者 徘徊行動がある方。 

対 象 者 利用者の親族または介護者。 

支給枚数 ３０枚 

介護家族の負担軽減 ※併給不可（障がい福祉課の事業と併給ができない場合があります） 

ねたきり老人等紙おむつ給付事業 

 在宅介護の負担を軽減していただくため、紙おむつを支給します。 

対 象 者 
在宅でねたきり状態にあり、常時失禁している６５歳以上の市民税の所得割が非課

税の世帯に属する方。 

支給枚数 １か月３０枚を限度に支給します。 （年４回に分けて支給） 

ねたきり老人福祉手当支給事業  （令和７年度をもって終了します） 

 在宅生活のご負担を軽減していただくため福祉手当を支給します。 

対 象 者 
在宅で６か月以上ねたきり状態にあり、入浴、食事、排泄等、日常生活のほとんどに

介護を要する６５歳以上の方を介護している同居の親族等。 

手 当 額 月額 ８，６５０円  

重度認知症老人介護手当支給事業（令和７年度をもって終了します） 

 介護者の負担を軽減し、重度認知症高齢者の在宅生活を支援するため手当を支給します。 

対 象 者 在宅で６か月以上重度認知症がある６５歳以上の方を、介護している同居の親族等。 

手 当 額 月額 ８，６５０円  

 

敬老のための事業 

敬老事業 

 満１００歳を迎えられる方を訪問し、お祝い品を贈呈します。 

 

 

 

 

 

 

君津市福祉部 高齢者支援課 

君津市久保２－１３－１ 

君津市役所１階１３番窓口 

電話番号（０４３９）５６－１７３１ 


